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令和５年度 横浜市環境衛生業務実施結果 
 

 

ⅠⅠ  ははじじめめにに  
横浜市保健所では、安全で快適な市民生活を確保するため、毎年度、「横浜市環境衛 

生業務実施計画」を策定し、業務を実施しています。 

令和５年度は、「レジオネラ症防止対策の推進」、「インバウンド需要の回復に対応す 

る環境衛生対策の推進」、「公衆浴場・旅館業施設の実態調査及び維持管理指導」「専用 

水道・簡易給水水道に係る立入検査及び周知啓発」を重点取組事項としました。これら 

重点的な取組に加え、市民の皆様の日常生活に密接な関係のある理容所、美容所、クリ 

ーニング所への監視指導、住まいの衛生やねずみ・衛生害虫等に係る相談対応を行いま 

した。 

 また、令和５年度から事業者の皆様の利便性向上や負担軽減のため、各福祉保健セン 

ター生活衛生課へ報告・届出をいただく手続きの一部について本市の電子申請システム 

を活用した届出受付をはじめました。 

令和５年度の業務実施計画に基づく実施結果についてお知らせします。 

ⅡⅡ  実実施施期期間間  
令和５年４月１日から令和６年３月 31 日まで  

 
 
＜主な取組＞ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                   

 

 

 

             
R5.4 月 R6.3 月 

Ⅲ ２ インバウンド需要の回

復に対応する環境衛生

対策の推進 

【蚊媒介感染症対策】 

Ⅲ １ レジオネラ症防止対策

の推進 

 

Ⅲ ３ 公衆浴場・旅館業施設

の実態調査及び維持管理

指導 

 

Ⅲ ４ 専用水道・簡易給水水

道に係る立入検査及び周

知啓発 

      ７月       10 月      12 月       

Ⅲ ２ インバウンド需要の回

復に対応する環境衛生

対策の推進 

【民泊施設の衛生対策】 
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２ インバウンド需要の回復に対応する環境衛⽣対策の推進 

【蚊媒介感染症対策】 

蚊が媒介する感染症には、デング熱やジカウイルス感染症（ジカ熱）、チクングニア 

熱、ウエストナイル熱などの輸入感染症※１や日本脳炎など様々な種類があります。 

このような蚊媒介感染症を予防するため、市民の皆様に向けて蚊媒介感染症に関する 

周知・啓発を行いました。また、感染リスクの把握のため、蚊媒介感染症のサーベイラ 

ンス※２事業、職員向けに蚊媒介感染症発生時の対応訓練及び蚊の生息調査方法のひと 

つである人おとり法の実地訓練を実施しました。 
 ※１ 日本国内に存在しない、または発生が少なく流行していな

い病原体が海外から持ち込まれることで発生する感染症 
※２ 感染症等の発生状況を継続的に調査、監視すること   

(1) 蚊媒介感染症の予防に関する周知・啓発 

蚊媒介感染症の防止には蚊を増やさない・蚊に刺されない対策の継続的な実施が 

重要であることから、市営地下鉄車内のデジタルサイネージ、チラシ、ホームペー 

ジ等を活用し市民の皆様へ広く啓発を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 蚊媒介感染症サーベイランス事業 

蚊の生息状況を把握するとともに、蚊媒介感染症のウイルスを保有する蚊が生息 

していないかを調査するため、市内の公園等で蚊の捕獲を行い、蚊媒介感染症ウイ 

ルスの保有状況について調査を行いました（表４）。 

調査の結果、捕獲された蚊から蚊媒介感染症ウイルスは検出されませんでした。 

 

    実 施 時 期：令和５年５月中旬から 10 月中旬まで 

    実 施 回 数：山下公園、臨港パーク 他３か所  月２回×６か月、 合計 12 回 

          各区所管公園 16 か所、シンボルタワー 月２回×５か月 合計 10 回 

    調査地点数：市内公園等 22 か所 
（CDC ライトトラップ法：22 か所（22 定点）、延べ 230 ポイント 

  人おとり法：１か所（３定点）） 

          
 

啓発用ポスター 

「蚊を増やさない・蚊に刺されない」 
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【⺠泊施設の衛⽣対策】 

住宅の全部又は一部を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供する、いわゆる民泊を 

行う場合は、住宅宿泊事業法により、施設の届出や宿泊者の衛生や安全の確保等の措置 

が義務付けられています。 

インバウンド需要の回復に伴い、国内外における往来が増加・回復するとともに、住 

宅宿泊事業届出住宅の新規の届出・相談が増加しています。 

  住宅宿泊事業法に基づき立入検査を実施し、届出内容及び事業の実施内容を確認しま 

した。不備があった場合は、改善を指導するとともに改善状況の確認を行いました。 

(1) 新規届出相談対応 

新規の届出等に関する相談対応として 350 件の対応を実施しました。 

(2) 定期報告の適正な実施の確認 

２か月に１回の定期報告を実施していない施設に対し、延べ 296 回（重複施設あ 

り）電子メール、電話及び立入検査による指導を行いました。 

 (3) 180 日制限を超過して宿泊させていると疑われる届出住宅への立入検査の実施 

      180 日制限を超過して宿泊させていると疑われる届出住宅延べ 10 件について 

調査を行い、実際に 180 日制限を超過していることが確認された１件について指導 

を行いました。 

(4) 届出内容及び事業実施内容の確認 

        立入検査実施時期：令和５年４月～令和６年３月まで 

立入件数：80 件 

確認項目：標識の掲示、宿泊者名簿の備え付け、 

外国人観光旅客への対応、レジオネラ症防止対策等 

主な不適事項：標識の掲示が適切に行われていない、 

宿泊者名簿の記載内容が適切でない等 

 

横浜市内届出住宅件数：194 件（令和６年３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅宿泊事業者が届出住宅に掲示する「標識」例 
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